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会議・打合せ・視察顛末書 

 記 録 者 吉永 健男 

決裁 

市 長 副 市 長 教 育 長 部 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

        

件 名 令和３年第３回龍ケ崎市教育委員会定例会 

年 月 日 令和３年３月２４日（水）午後２時００分～午後３時２８分 

場 所 龍ケ崎市役所５階第１委員会室 

出 席 委 員 
平塚和宏教育長，斎藤勝教育委員会教育長職務代理者，髙橋伸子教育委員会委員，岡

澤明子教育委員会委員，野中浩教育委員会委員 

欠 席 委 員 なし 

傍 聴 者 なし 

出 席 者 

 教育部長                松尾 健治 
 教育総務課長              中村 兼次 
 副部長兼文化・生涯学習課長       松本 大 
 指導課長                本橋 聡 
 教育センター所長            松谷 真一 
 教育総務課長補佐            関ケ原 功 
指導課長補佐              稲垣 章一 

 学校給食センター次長兼副参事兼課長補佐 原田 修典 
 教育総務課総務グループ主幹       吉永 健男 

議 事 日 程 

１ 開 会 
２ 前回会議録の承認 
３ 教育長報告 
４ 議 事 

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会関係
職員の任免その他の人事について） 

報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般
会計補正予算について） 

議案第１号 令和３年度龍ケ崎市学校教育指導方針について 
議案第２号 龍ケ崎市立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター共済掛金の徴収に関する規則について 
議案第３号 龍ケ崎市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につい

て 
議案第４号 龍ケ崎市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令につい

て 
議案第５号 龍ケ崎市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する

規則について 
議案第６号 龍ケ崎市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する

要綱について 
議案第７号 学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 
議案第８号 龍ケ崎市児童生徒に係る重大事態調査委員会による調査結果の龍

ケ崎市長への報告について 
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議案第９号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査
結果について 

５ 報告事項 
  （１）龍ケ崎市児童生徒に係る重大事態再調査委員会による補充調査報告書に

ついて 
  （２）第３回愛宕中学校・城南中学校統合準備会制服・体操服等検討部会（プ

レゼンテーション）について 
  （３）龍ケ崎市立小中学校スクールソーシャルワーカー派遣事業について 
  （４）令和３年第１回市議会定例会における一般質問答弁状況等について 
６ その他 
７ 閉 会 

 
教 育 長 

 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 

全 委 員 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 
 

教 育 長 

（１）開会 
皆様こんにちは。委員の皆様方には，お忙しいところ，お集まりをいただきまし

て，ありがとうございます。 
本日，全委員が出席されており，定足数に達しておりますので，令和３年第３回龍

ケ崎市教育委員会定例会を開会いたします。 
 
(２)前回会議録の承認 
はじめに，２月定例会の会議録の承認を行います。会議録につきましては，原案の

とおりでよろしいでしょうか。 
 
 異議なし。 
 
それでは，２月定例会の会議録につきまして，このとおり承認いたします。 

 
(３)教育長報告 
続きまして，教育長報告をさせていただきます。 

（令和３年第１回市議会定例会，市立小・中学校卒業式，三菱 UFJ 銀行から教育セ
ンターへミシン外５点の寄贈，管内市町村教育委員会教育長会議，令和３年第１回
教育委員会臨時会，臨時校長会，ＪＡから新小１年生へ安全帽の寄贈，龍ケ崎市児童
生徒に係る重大事態調査委員会による調査結果の報告，第３回愛宕中学校・城南中
学校統合準備会制服・体操服等検討部会（プレゼンテーション），龍ケ崎市児童生徒
に係る重大事態調査委員会からの答申，令和３年度龍ケ崎市奨学生審査会，絹本著
色十六羅漢像レプリカ作製納品，「龍ケ崎のシダレザクラ」後継樹植樹式，令和２年
度第２回文化財巡視報告会，埋蔵文化財所在の有無照会（２月１８日～３月１０日
分），れきみんコレクション展，小学校見学学習，龍ケ崎市鉄道歴史展，龍印ラリー，
英語指導者研修，令和２年度中学校卒業生対象進路状況調査，令和２年度小学校卒
業生対象進路状況調査，社会科副読本編集について，第３回市新規採用教職員研修
会，臨時校長会，教育センター多目的室改修工事終了，茨城県立高等学校入学者選
抜，第１１回龍の子支援会議，夢ひろば修了式・お別れ会） 
 
 委員の皆様方から何かございましたら，お願いいたします。 
 
特になし。  

 
（４）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会関
係職員の任免その他の人事について） 
それでは議事に入ります。報告第１号「専決処分の承認を求めることについて

（龍ケ崎市教育委員会関係職員の任免その他の人事について）」事務局から説明い
たします。 
 
 （教育部長 報告第１号について説明） 
 
ただいま，報告第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご
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全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，報告第１号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第１号については，原案のとおり承認されました。 
 
（５）報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一
般会計補正予算について） 
続きまして，報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍

ケ崎市一般会計補正予算について）」事務局から説明いたします。 
 
 （教育部長 報告第２号について説明） 
 
ただいま，報告第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，報告第２号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第２号については，原案のとおり承認されました。 
 
（６）議案第１号 令和３年度龍ケ崎市学校教育指導方針について 
続きまして，議案第１号「令和３年度龍ケ崎市学校教育指導方針について」事務

局から説明いたします。 
 
 （指導課長 議案第１号について説明） 
 
ただいま，議案第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第１号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第１号については，原案のとおり可決されました。 
 
（７）議案第２号 龍ケ崎市立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター共済掛金の徴収に関する規則について 
続きまして，議案第２号「龍ケ崎市立小中学校における独立行政法人日本スポー

ツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則について」事務局から説明いたしま
す。 
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教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

 （教育総務課長 議案第２号について説明） 
 
ただいま，議案第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第２号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第２号については，原案のとおり可決されました。 
 
（８）議案第３号 龍ケ崎市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につ
いて 
続きまして，議案第３号「龍ケ崎市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

規則について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第３号について説明） 
 
ただいま，議案第３号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第３号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第３号については，原案のとおり可決されました。 
 
（９）議案第４号 龍ケ崎市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令につ
いて 
続きまして，議案第４号「龍ケ崎市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する

訓令について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第４号について説明） 
 
ただいま，議案第４号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第４号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第４号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１０）議案第５号 龍ケ崎市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関
する規則について 
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教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 

続きまして，議案第５号「龍ケ崎市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特
例に関する規則について」事務局から説明いたします。 
 
 （文化・生涯学習課長 議案第５号について説明） 
 
ただいま，議案第５号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第５号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第５号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１１）議案第６号 龍ケ崎市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関
する要綱について 
続きまして，議案第６号「龍ケ崎市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特

例に関する要綱について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第６号について説明） 
 
ただいま，議案第６号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第６号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第６号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１２）議案第７号 学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 
続きまして，議案第７号「学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」事務局か

ら説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第７号について説明） 
 
ただいま，議案第７号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第７号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第７号については，原案のとおり可決されました。 
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教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 
 
 

教 育 長 
 

（１３）議案第８号 龍ケ崎市児童生徒に係る重大事態調査委員会による調査結果
の龍ケ崎市長への報告について 
続きまして，議案第８号「龍ケ崎市児童生徒に係る重大事態調査委員会による調

査結果の龍ケ崎市長への報告について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第８号について説明） 
 
ただいま，議案第８号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第８号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第８号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１４）議案第９号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の
調査結果について 
続きまして，議案第９号「いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大

事態の調査結果について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育センター所長 議案第９号について説明） 
 
ただいま，議案第９号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第９号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第９号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１５）龍ケ崎市児童生徒に係る重大事態再調査委員会による補充調査報告書につ
いて 
次に報告事項です。報告事項の１「龍ケ崎市児童生徒に係る重大事態再調査委員

会による補充調査報告書について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長から説明） 
 
ただいま，報告事項の１について，説明がありましたが，これらについてご質問等

ございましたらお願いいたします。 
 
特になし。 

 
（１６）第３回愛宕中学校・城南中学校統合準備会制服・体操服等検討部会（プレ
ゼンテーション）について 
続きまして，報告事項の２「第３回愛宕中学校・城南中学校統合準備会制服・体

操服等検討部会（プレゼンテーション）について」事務局から説明いたします。 
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教 育 長 
 
 

全 委 員 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 

事 務 局 
 
 
 

教 育 長 
 

 
 （教育総務課長から説明） 
 
ただいま，報告事項の２について，説明がありましたが，これらについてご質問等

ございましたらお願いいたします。 
 
特になし。 

 
（１７）龍ケ崎市立小中学校スクールソーシャルワーカー派遣事業について 
続きまして，報告事項の３「龍ケ崎市立小中学校スクールソーシャルワーカー派

遣事業について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育センター所長から説明） 
 
ただいま，報告事項の３について，説明がありましたが，これらについてご質問等

ございましたらお願いいたします。 
 
特になし。 

 
（１８）令和３年第１回市議会定例会における一般質問答弁状況等について 
続きまして，報告事項の４「令和３年第１回市議会定例会における一般質問答弁

状況等について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育部長から説明） 
 
ただいま，報告事項の４について，説明がありましたが，これらについてご質問等

ございましたらお願いいたします。 
 
【個人情報を含むため非公開】 

 
 議事につきましては以上ですが，事務局から連絡事項がございます。 
 
４月の教育委員会定例会につきましては，４月２８日（水）１４時から，また５月

につきましては，５月２６日（水）１４時から教育委員会定例会を開催することでお
願い申し上げます。 
 
以上をもちまして，本日の会議を終了させていただきます。お疲れさまでした。 

 
【議決事項】 

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会関係
職員の任免その他の人事について） 

報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般
会計補正予算について） 

議案第１号 令和３年度龍ケ崎市学校教育指導方針について 
議案第２号 龍ケ崎市立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター共済掛金の徴収に関する規則について 
議案第３号 龍ケ崎市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につい

て 
議案第４号 龍ケ崎市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令につい

て 
議案第５号 龍ケ崎市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する

規則について 
議案第６号 龍ケ崎市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する

要綱について 
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議案第７号 学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 
議案第８号 龍ケ崎市児童生徒に係る重大事態調査委員会による調査結果の龍

ケ崎市長への報告について 
議案第９号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査

結果について 
 

【会議録調製年月日】 
         令和３年３月２５日 
 
【会議録調製者】  
         龍ケ崎市教育委員会事務局 教育総務課 
               総務グループ 主幹 吉永 健男 
 
○龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により，この会議録を

調製させ，署名する。 
                       教育長  平 塚 和 宏 

情 報 公 開 部分公開 

非公開（一部非公開を含む）とす

る理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第９条２号該当） 

 個人に関する情報が含まれているため 

公開が可能となる時期（可能な範

囲で記入） 
年  月  日 


